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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が画素電極を介して液晶容量に接続される複数の第１のスイッチング素子と、
　前記第１のスイッチング素子を介して前記液晶容量にデータを供給するデータラインと
、
　前記第１のスイッチング素子を制御するための走査ラインと、
　制御端子が前記データライン又は前記走査ラインに接続され、入出力端子の一端が共通
の検査用入出力端子に接続され、他端が前記液晶容量とは異なる容量に接続される第２の
スイッチング素子と
を有する液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第２のスイッチング素子は、前記他端が画素電極を介して液晶容量に接続される請
求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第２のスイッチング素子は、制御端子が前記データラインに接続されるスイッチン
グ素子及び制御端子が前記走査ラインに接続されるスイッチング素子を含む請求項１又は
２記載の液晶表示装置。
【請求項４】
前記第２のスイッチング素子は、前記一端が共通の検査用入出力用端子及び前記データラ
インに接続される請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
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【請求項５】
　さらに、前記第２のスイッチング素子に接続される容量をリセット又はプリセットする
ための第３のスイッチング素子を有する請求項１～４のいずれか１項に記載の液晶表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置に関し、特にデータライン及び走査ラインに接続されたスイッチ
ング素子を有する液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図２６は、従来技術による液晶表示基板の構成を示す。データドライバ（データラインド
ライバ）５は、データライン３を介して画素領域７に接続される。ゲートドライバ（走査
ラインドライバ）６は、走査ライン４を介して画素領域７に接続される。データドライバ
５は、データライン３にデータを供給することができる。ゲートドライバ６は、走査ライ
ン４に走査信号を供給することができる。
【０００３】
画素領域７は、２次元マトリクス状に配列されたスイッチング素子（ＴＦＴ：薄膜トラン
ジスタ）１及び液晶容量２を有する。ＴＦＴ１は、ｎチャネルＭＯＳトランジスタであり
、ゲートが走査ライン４に接続され、ドレインがデータライン３に接続され、ソースが液
晶容量２を介して対向基板の電極８に接続される。
【０００４】
この液晶表示基板の検査方法は、マトリクスの各縦横ラインの端にプローブピンを当てる
方法が主であり、多くのプローブピンが必要なため、検査機が高価なものになる。この検
査方法では、多数のチェック端子を個別に検査するため、工数が莫大である。そのため完
全な検査は、液晶表示基板をパネルとして完成状態で表示せねばならず、歩留まりを阻害
する要因となっている。
【０００５】
図２７は、従来技術による他の液晶表示基板を示す。基板９００上には、シフトレジスタ
９１１、アナログスイッチ９１２、表示部９１６及びゲートドライバ９１５が設けられる
。ゲートドライバ９１５は、走査ラインＧ１～Ｇ４等を介して画素領域９１６に接続され
、ゲートクロックＧＣＬＫ及びゲートスタートパルスＧＳＰに応じて、走査ラインＧ１～
Ｇ４等に走査信号を供給する。
【０００６】
画素領域９１６は、２次元マトリクス状に配列されたＴＦＴ９３１及び液晶容量９３２を
有する。ＴＦＴ９３１は、ｎチャネルＭＯＳトランジスタであり、ゲートが走査ラインＧ
１～Ｇ４等に接続され、ドレインがデータラインＤ１，Ｄ２等に接続され、ソースが液晶
容量９３２を介して対向基板の電極に接続される。
【０００７】
アナログスイッチ９１２は、入出力端子の一端がデータバスＶ１～Ｖｎに接続され、他端
がデータラインＤ１，Ｄ２等に接続される。データバスＶ１～Ｖｎには、検査終了後に、
データドライバが接続され、データが供給される。
【０００８】
シフトレジスタ９１１は、ｍ段シフトが可能であり、データクロックＤＣＬＫ及びデータ
スタートパルスＤＳＰに応じて、制御線Ｑ１～Ｑｍに順次シフトされたパルスを出力する
。制御線Ｑ１～Ｑｍは、それぞれアナログスイッチ９１２の制御端子に接続される。アナ
ログスイッチ９１２は、制御線Ｑ１～Ｑｍがハイレベルになると、それぞれデータバスＶ
１～ＶｎとデータラインＤ１，Ｄ２等との間を接続する。
【０００９】
この液晶表示基板の検査を行う場合には、データバスＶ１～Ｖｎの端子にプローブピンを



(3) JP 4562938 B2 2010.10.13

10

20

30

40

50

当てる必要がある。また、データバスＶ１～Ｖｎの数が多くなると、液晶表示基板を高速
動作させるために高温ポリシリコンを用いなければならず、液晶表示基板が高価になって
しまう。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、検査機の多くのプローブピンを用いずに、簡単かつ短時間で検査を行う
ことができる液晶表示装置を提供することである。
本発明の他の目的は、安価な液晶表示装置を簡単かつ短時間で検査を行うことである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の一観点によれば、各々が画素電極を介して液晶容量に接続される複数の第１の
スイッチング素子と、前記第１のスイッチング素子を介して前記液晶容量にデータを供給
するデータラインと、前記第１のスイッチング素子を制御するための走査ラインと、制御
端子が前記データライン又は前記走査ラインに接続され、入出力端子の一端が共通の検査
用入出力端子に接続され、他端が前記液晶容量とは異なる容量に接続される第２のスイッ
チング素子とを有する液晶表示装置が提供される。
【００１２】
　液晶表示基板の状態で容易に検査の合否判定を行うことができるため、時間が短縮でき
ると共に、パネル化試験による付帯部材の廃棄が不要となるためコストダウンできる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
図１は、本発明の第１の実施形態による液晶表示基板１００を示す。第１の検査回路１０
１、表示回路１０３及び第２の検査回路１０２は、１枚のガラス基板１００上に設けられ
る。第１の検査回路１０１は、表示回路１０３に対して切断ライン１２１で切り離し可能
である。第２の検査回路１０２は、表示回路１０３に対して切断ライン１２２で切り離し
可能である。
【００１４】
表示回路１０３は、ゲートドライバ１１５、画素領域１１６及びアナログスイッチ１１２
を有する。ゲートドライバ１１５は、走査ラインＧ１～Ｇｘを介して画素領域１１６に接
続され、ゲートクロックＧＣＬＫ及びゲートスタートパルスＧＳＰに応じて、走査ライン
Ｇ１～Ｇｘに走査信号を供給する。
【００１５】
画素領域１１６は、２次元マトリクス状に配列されたＴＦＴ１３１及び液晶容量１３２を
有する。ＴＦＴ１３１は、ｎチャネルＭＯＳトランジスタであり、ゲートが走査ラインＧ
１～Ｇｘに接続され、ドレインがデータラインＤ１～Ｄ３等に接続され、ソース（画素電
極）が液晶容量１３２を介して対向基板の電極に接続される。
【００１６】
アナログスイッチ１１２は、入出力端子の一端がデータラインＤ１ａ～Ｄ３ａ等に接続さ
れ、他端がデータラインＤ１～Ｄ３等に接続される。ブロック選択信号線ＢＳＥＬ１～Ｂ
ＳＥＬｍは、それぞれアナログスイッチ１１２の制御端子に接続される。アナログスイッ
チ１１２は、ブロック選択信号線ＢＳＥＬ１～ＢＳＥＬｍがハイレベルになると、それぞ
れデータラインＤ１ａ～Ｄ３ａ等とデータラインＤ１～Ｄ３等との間を接続する。
【００１７】
第１の検査回路１０１は、シフトレジスタ１１１及びアナログスイッチ１１３を有する。
アナログスイッチ１１３は、入出力端子の一端が交互に信号線Ｖ１，Ｖ２に接続され、他
端がデータラインＤ１ａ～Ｄ３ａ等に接続される。シフトレジスタ１１１は、ｎ段シフト
が可能であり、図２に示すように、データクロックＤＣＬＫ及びデータスタートパルスＤ
ＳＰに応じて、制御線Ｑ１～Ｑｎに順次シフトされたパルスを出力する。制御線Ｑ１～Ｑ
ｎは、それぞれアナログスイッチ１１３の制御端子に接続される。アナログスイッチ１１
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３は、制御線Ｑ１～Ｑｎがハイレベルになると、それぞれ信号線Ｖ１，Ｖ２とデータライ
ンＤ１ａ～Ｄ３ａ等との間を接続する。
【００１８】
第２の検査回路１０２は、アナログスイッチ１１４を有する。アナログスイッチ１１４は
、入出力端子の一端がデータラインＤ１～Ｄ３等に接続され、他端が信号線Ｖ３に接続さ
れる。制御線ＯＮ４は、アナログスイッチ１１４の制御端子に接続される。アナログスイ
ッチ１１４は、制御線ＯＮ４がハイレベルになると、それぞれデータラインＤ１～Ｄ３等
と信号線Ｖ３との間を接続する。
【００１９】
図２に示すように、制御線ＯＮ４がハイレベルの間に、ブロック選択信号線ＢＳＥＬ１～
ＢＳＥＬｍには順にパルスが出力される。各ブロック選択信号線ＢＳＥＬ１～ＢＳＥＬｍ
がハイレベルの間、制御線Ｑ１～Ｑｎには順にパルスが出力される。
【００２０】
まず、信号線Ｖ３に検査信号を入力する。制御線ＯＮ４がハイレベルになると、アナログ
スイッチ１１４がオンし、データラインＤ１～Ｄ３と信号線Ｖ３との間を接続する。ブロ
ック選択信号線ＢＳＥＬ１がハイレベルになると、左から１ブロック目のｎ個のアナログ
スイッチ１１２がオンし、データラインＤ１ａ～Ｄ３ａ等とデータラインＤ１～Ｄ３等と
の間を接続する。制御線Ｑ１がハイレベルになると、左端のアナログスイッチ１１３がオ
ンし、信号線Ｖ１とデータラインＤ１ａとの間を接続する。同様に、制御線Ｑ２～Ｑｎが
順にハイレベルになる。
【００２１】
信号線Ｖ１及びＶ２の出力を検出することにより、検査を行うことができる。制御線Ｑ１
がハイレベルになったとき、信号線Ｖ３に入力した検査信号が信号線Ｖ１から検出できれ
ばデータラインＤ１及びＤ１ａが断線していないことを確認でき、信号線Ｖ１が開放状態
であればデータラインＤ１又はＤ１ａが断線していることを確認することができる。また
、制御線Ｑ２がハイレベルになったとき、信号線Ｖ３に入力した検査信号が信号線Ｖ２か
ら検出できればデータラインＤ２及びＤ２ａが断線しておらず、信号線Ｖ２が開放状態で
あればデータラインＤ２又はＤ２ａが断線していることを確認することができる。同様に
して、他のデータラインＤ３及びＤ３ａ等の断線があるか否かを確認することができる。
本実施形態によれば、上記の断線を不良個所として検出することができる。
【００２２】
次に、他の検査方法を説明する。図３に示すように、ブロック選択信号線ＢＳＥＬ１～Ｂ
ＳＥＬｍをローレベルにして、アナログスイッチ１１２をオフにする。そして、スタート
パルスＳＳＰの周期をクロックＳＣＬＫの周期の２倍にする。すると、制御線Ｑ１及びＱ
２が共にハイレベルになる期間がある。その期間で、信号線Ｖ１から検査信号を入力し、
信号線Ｖ２の出力を検出する。信号線Ｖ１に入力した検査信号が信号線Ｖ２から検出され
れば、データラインＤ１ａ及びＤ２ａの間がショートしていることを確認することができ
、信号線Ｖ２が開放状態であればデータラインＤ１ａ及びＤ２ａの間がショートしていな
いことを確認することができる。また、制御線Ｑ２及びＱ３が共にハイレベルになる期間
に、同様に、データラインＤ２ａ及びＤ３ａの間のショートの有無を確認することができ
る。同様に、他の隣接するデータラインの間のショートを確認することができる。本実施
形態によれば、上記のショートを不良個所として検出することができる。
【００２３】
本実施形態は、シフトレジスタ１１１が１つの場合を説明したが、シフトレジスタ１１１
を２つ以上設けても良い。また、第１の検査回路１０１に２本の信号線Ｖ１，Ｖ２を設け
たが、断線検査のみを行う場合には１本の信号線だけでもよい。また、２本の信号線Ｖ１
，Ｖ２の数を増やすことにより、シフトレジスタ１１１のシフト段数を減少させることが
でき、アナログスイッチ１１２とアナログスイッチ１１３との間のデータラインＤ１ａ～
Ｄ３ａ等のショートを隣接でないデータライン間でも確認できることができる。また、信
号線Ｖ２に電源やグランド、その他の信号線の信号が検出された場合には電源等とのショ
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ートであることも確認できる。
【００２４】
検査後、第１の検査回路１０１及び第２の検査回路１０２を切断ライン１２１及び１２２
で表示回路１０２から切り離す。その後、図４に示すように、液晶表示装置をユニット化
する際に、表示回路１０３のデータラインＤ１ａ～Ｄ３ａ等にデータドライバ４０１の出
力線Ｑ１～Ｑｎを接続する。データドライバ４０１は、クロックＤＣＬＫ、スタートパル
スＤＳＰ、ラッチパルスＬＰ及びデータＲ，Ｇ，Ｂを入力して、出力線Ｑ１～Ｑｎからデ
ータを出力する。これにより、液晶表示装置は、通常の動作を行うことができる。
【００２５】
また、第２の検査回路１０２は、必ずしも表示回路１０３から切り離す必要はない。第２
の検査回路１０２を切り離さない場合には、通常動作時にアナログスイッチ１１４を常に
オフにすればよい。また、通常動作時に、第２の検査回路１０２をプリチャージ機能とし
て使用することができる。すなわち、データドライバ４０１の出力線Ｑ１～Ｑｎにデータ
を出力する前に、第２の検査回路１０２の信号線Ｖ３に所定の電圧を入力することにより
、データラインＤ１等をプリチャージすることができる。
【００２６】
本実施形態は、図２７の従来技術による液晶表示基板に比べて、高速動作させなくても表
示可能であるので、低温ポリシリコンを用いて安価な液晶表示基板を製造することができ
る。
【００２７】
（第２の実施形態）
図５は、本発明の第２の実施形態による液晶表示基板１００を示す。第２の実施形態は、
第１の実施形態に対して、第２の検査回路が表示回路１０３に含まれ、アナログスイッチ
１１４の入出力端子の他端には交互に信号線Ｖ３及びＶ４が接続される点が異なり、他の
点は同じである。
【００２８】
信号線Ｖ３及びＶ４に異なる検査信号を入力し、第１の実施形態と同様に、図３のタイミ
ングで動作させる。この際、例えば、データラインＤ１及びＤ２の間がショートしている
場合、又はデータラインＤ１ａ及びＤ２ａの間がショートしている場合には、信号線Ｖ１
及びＶ２から同じ信号が検出される。一方、データラインＤ１及びＤ２の間がショートし
ておらず、かつデータラインＤ１ａ及びＤ２ａの間がショートしていない場合には、信号
線Ｖ３から入力された検査信号が信号線Ｖ１から検出され、信号線Ｖ４から入力された検
査信号が信号線Ｖ２から検出される。このように、隣接するデータライン間のショートの
有無を確認することができる。
【００２９】
また、通常動作時に、信号線Ｖ３及びＶ４をプリチャージ機能として使用することができ
る。データラインＤ１～Ｄ３等は、画像のちらつき防止等のため、偶数ラインと奇数ライ
ンとで、データの正負極性を逆にすることが好ましい。この際、データドライバ４０１の
出力線Ｑ１～Ｑｎにデータを出力する前に、信号線Ｖ３及びＶ４に逆極性の電圧を入力す
ることにより、データラインＤ１～Ｄ３等をプリチャージすることができる。
【００３０】
（第３の実施形態）
図６は、本発明の第３の実施形態による液晶表示基板１００を示す。第３の実施形態は、
第２の実施形態に対して、ｎチャネルＭＯＳトランジスタ６０１及び容量（コンデンサ）
６０２を設けた点が異なり、他の点は同じである。
【００３１】
トランジスタ６０１は、ゲートがそれぞれ走査ラインＧ１～Ｇｘに接続され、ドレインが
共通の信号線Ｖｍｏｎに接続され、ソースが容量６０２を介して所定の共通電圧端子に接
続される。
【００３２】
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図７は、検査方法を示すタイミングチャートである。ゲートドライバ１１５は、クロック
ＧＣＬＫ及びスタートパルスＧＳＰに応じて、走査ラインＧ１～Ｇｘに順に走査信号を出
力する。その間の期間７０１では、信号線Ｖｍｏｎに検査電圧Ｖａを入力する。トランジ
スタ６０１は、走査ラインＧ１～Ｇｘがそれぞれハイレベルになるとオンし、検査電圧Ｖ
ａを容量６０２に蓄積する。
【００３３】
次に、再び、スタートパルスＧＳＰを入力し、走査ラインＧ１～Ｇｘに順次走査信号を出
力する。その間の期間７０２に、信号線Ｖｍｏｎの出力を検出する。各走査ラインＧ１～
Ｇｘがハイレベルのときに、信号線Ｖｍｏｎから検査電圧Ｖａが検出されれば、すべての
走査ラインＧ１～Ｇｘが断線していないことを確認することができる。一方、期間７０２
内で、信号線Ｖｍｏｎから検査電圧Ｖａが検出されない期間があれば、その期間に対応す
る走査ラインが断線していることを確認することができる。本実施形態によれば、走査ラ
インＧ１～Ｇｘの断線を欠陥個所として検出することができる。
【００３４】
図８は、上記の検査の後に行う他の検査方法のタイミングチャートである。クロックＧＣ
ＬＫ、スタートパルスＧＳＰ、走査ラインＧ１～Ｇｘは、図７と同様である。期間８０１
及び８０２は、それぞれ走査ラインＧ１及びＧ２がハイレベルである期間である。その期
間８０１及び８０２内に、それぞれ図９に示す処理を行う。他の走査ラインＧ３～Ｇｘが
ハイレベルになる期間でも、同様に、図９に示すタイミングで処理を行う。
【００３５】
図９では、クロックＳＣＬＫ、スタートパルスＳＳＰ及び制御線Ｑ１～Ｑｎは、図３と同
じである。制御線ＯＮ４がハイレベルの間、ブロック選択信号線ＢＳＥＬ１～ＢＳＥＬｍ
は、順次ハイレベルになる。各ブロック選択信号線ＢＳＥＬ１～ＢＳＥＬｍがそれぞれハ
イレベルの間に、制御線Ｑ１～Ｑｎが順次ハイレベルになる。
【００３６】
例えば、図８に示すように走査ラインＧ１がハイレベルの間に、図９に示すように制御線
Ｑ１及びＱ２が共にハイレベルになる。アナログスイッチ１１３は、信号線Ｖ１とデータ
ラインＤ１ａとの間を接続し、信号線Ｖ２とデータラインＤ２ａとの間を接続する。その
時、ブロック選択信号線ＢＳＥＬ１はハイレベルであるので、アナログスイッチ１１２は
データラインＤ１ａ及びＤ１の間を接続し、データラインＤ２ａ及びＤ２の間を接続する
。制御線ＯＮ４はハイレベルであるので、アナログスイッチ１１４は、データラインＤ１
及び信号線Ｖ３の間を接続し、データラインＤ２及び信号線Ｖ４の間を接続する。
【００３７】
第２の実施形態と同様に、信号線Ｖ３及びＶ４に異なる検査信号を入力する。ラインＧ１
及びＤ１との間がショートしておらず、かつラインＧ２及びＤ２との間がショートしてい
なければ、信号線Ｖ３及びＶ４に入力した検査信号はそれぞれ信号線Ｖ１及びＶ２から検
出することができる。一方、ラインＧ１及びＤ１の間又はラインＧ２及びＤ２の間がショ
ートしていれば、信号線Ｖ１及びＶ２からは走査ラインＧ１又Ｇ２の影響を受けた電圧が
検出される。この際、隣接画素間のショートの有無も確認することができる。本実施形態
によれば、走査ライン及びデータラインの間のショート及び隣接画素間のショートの欠陥
を検出することができる。
【００３８】
上記の検査により、液晶表示基板の線欠陥を検査することができる。その後、表示回路１
０３の各ＴＦＴ（スイッチング素子）１３１に対応する画素の点欠陥を検査する。これに
より、線欠陥及び点欠陥の両方の検査を行うことができる。
【００３９】
以上説明したように、第１～第３の実施形態によれば、液晶表示基板に表示回路と共に第
１及び第２の検査回路を設けることにより、液晶表示装置をユニット化する前に、データ
ラインの断線、データラインの隣接ショート、アナログスイッチ１１２とアナログスイッ
チ１１３との間のデータラインのショート、走査ラインの断線、隣接画素間のショート、
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他の信号線とのショート等の欠陥の有無を検査することができる。検査終了後に、第１の
検査回路１０１を切り離すことで、表示回路１０３にデータドライバ４０１を接続するこ
とが可能になり、より低コストな液晶表示装置を提供することができる。
【００４０】
（第４の実施形態）
図１０は、本発明の第４の実施形態による液晶表示基板を示す。画素領域７において、Ｔ
ＦＴ（ｎチャネルＭＯＳトランジスタ）１は、ゲートが走査ライン４に接続され、ドレイ
ンがデータライン３に接続され、ソース（画素電極）が液晶容量２を介して対向基板の電
極８に接続される。画素領域７とゲートドライバ６との間、及び画素領域７とデータドラ
イバ５との間に、検査用スイッチング素子（ｎチャネルＭＯＳトランジスタ）９が設けら
れる。この検査用スイッチング素子９のゲートは、走査ライン４又はデータライン３に接
続される。スイッチング素子９は、ソースが容量３０を介してグランドに接続され、ドレ
インがバッファ３１又は３２を介して共通の検査端子１０に接続される。バッファ３１及
び３２は、双方向スイッチを構成する。バッファ３１の制御端子は、直接、端子３４に接
続される。バッファ３２の制御端子は、インバータ３３を介して端子３４に接続される。
コントローラ３５が端子３４にハイレベルを入力すれば検査端子１０は入力端子になり、
端子３４にローレベルを入力すれば検査端子１０は出力端子になる。
【００４１】
データドライバ５は、データライン３にデータを供給するためのデータ供給回路であり、
アナログスイッチでもよい。ゲートドライバ６は、走査ライン４に走査信号を供給するこ
とができる。
【００４２】
次に、検査方法を説明する。まず、ゲートドライバ６又はデータドライバ５が検査用スイ
ッチング素子９をオンする信号を出力する。検査用スイッチング素子９がオンしている期
間に、コントローラ３５が検査端子１０に検査信号を入力し、容量３０に充電（プリセッ
ト）する。再度、検査用スイッチング素子９をオンさせ、検査端子１０から容量３０に充
電している電圧を検出する。検査電圧が検出できれば、ゲートドライバ６又はデータドラ
イバ５が正常に駆動しており、かつゲートドライバ６又はデータドライバ５から画素領域
７までの走査ライン４又はデータライン３の断線が無く合格であると判断できる。この検
査を、走査ライン４及びデータライン３についてそれぞれ第１ラインから最終ラインまで
繰り返すことで、ゲートドライバ６及びデータドライバ５の故障、並びに走査ライン４及
びデータライン３の断線個所と断線本数を検査できる。
【００４３】
本実施形態では、検査用スイッチング素子９を画素領域７の入力側（左及び上側）に配置
しているが、出力側（右及び下側）に配置してもよい。出力側に配置した場合、画素領域
７内での走査ライン４及びデータライン３の断線も検査できる。上記の容量３０は、各検
査用スイッチング素子９毎に別々に設けてもよいし、１つの容量３０を複数の検査用スイ
ッチング素子９で共用してもよい。また、各検査用スイッチング素子９毎の容量３０を並
列に接続してもよい。
【００４４】
（第５の実施形態）
図１１は、本発明の第５の実施形態による液晶表示基板を示す。第５の実施形態は、第４
の実施形態に対して、リセットスイッチ（ｎチャネルＭＯＳトランジスタ）１１を設けた
点が異なり、他の点は同じである。リセットスイッチ１１は、ゲートがオン／オフ信号端
子１２に接続され、ドレインがリセットデータ入力端子１３に接続され、ソースが検査用
スイッチング素子９の各ソースに接続される。
【００４５】
検査を行うには、まず、オン／オフ信号端子１２をハイレベルにすることによりリセット
スイッチ１１をオンし、リセットデータ入力端子１３をグランドレベルにして容量３０の
チャージを無くす。その後、第４の実施形態に示した検査を行う。容量３０をリセットす
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ることにより、適切な検査電圧の検出が可能になり、検査精度が向上する。
【００４６】
（第６の実施形態）
図１２は、本発明の第６の実施形態による液晶表示基板を示す。第６の実施形態が第５の
実施形態に対して異なる点を説明する。検査用スイッチング素子９が画素領域７の上及び
左だけでなく、右及び下にも設けられる。すなわち、検査用スイッチング素子９は、ゲー
トドライバ６に対して画素領域７の出力端、及びデータドライバ５に対して画素領域７の
出力端に設けられる。検査用スイッチング素子９は、上記と同様に、ゲートが走査ライン
４又はデータライン３に接続され、ドレインがバッファ３１又は３２を介して検査端子１
０に接続され、ソースが容量３０を介してグランドに接続される。リセットデータ入力端
子１３は、リセットスイッチ１１を介して検査用スイッチング素子９のソースに接続され
る。
【００４７】
第５の実施形態と同様な検査を行う。画素領域７の入力側（左及び上側）において、容量
３０に蓄積されている電荷が正常に検査端子１０から検出できれば、ゲートドライバ６及
びデータドライバ５が正常駆動しており、かつゲートドライバ６又はデータドライバ５か
ら画素領域７までの走査ライン４及びデータライン３の断線が無く合格であると判断でき
る。
【００４８】
また、画素領域７の出力側（右及び下側）において、容量３０に蓄積されている電荷が正
常に検査端子１０から検出できれば、画素領域７内での走査ライン４及びデータライン３
の断線が無く合格であると判断できる。
【００４９】
この検査を、ゲートドライバ６及びデータドライバ５の第１ラインから最終ラインまで繰
り返すことで、ゲートドライバ６及び／又はデータドライバ５の故障、並びに走査ライン
４及び／又はデータライン３の断線個所と本数を検査できる。
【００５０】
（第７の実施形態）
図１３は、本発明の第７の実施形態による液晶表示基板を示す。第７の実施形態は、第４
の実施形態（図１０）における検査用スイッチング素子９が検査画素１５である場合を示
す。すなわち、検査用スイッチング素子９は、画素領域７内のＴＦＴ１と同様のＴＦＴで
ある。検査用スイッチング素子９のソース（画素電極）は、液晶容量２を介して対向基板
の電極８に接続される。
【００５１】
第４～第６の実施形態では容量３０に検査電圧を充電したが、本実施形態では液晶容量２
に検査電圧を充電する。液晶容量２は、容量３０に比べて蓄積可能容量が大きいため、検
査時の判断が容易である。検査後の通常動作時には、検査画素１５に黒色のデータを書き
込むが、コントラスト低下の原因となるので、予め検査画素１５を遮光しておくのが好ま
しい。
【００５２】
（第８の実施形態）
図１４は、本発明の第８の実施形態による液晶表示基板を示す。第８の実施形態が第７の
実施形態に対して異なる点を説明する。第６の実施形態（図１２）と同様に、検査画素１
５である検査用スイッチング素子９が画素領域７の入力側（上及び左側）だけでなく、出
力側（右及び下側）にも設けられる。
【００５３】
画素領域７の入力側（左及び上側）において、液晶容量２に蓄積されている電荷が正常に
検査端子１０から検出できれば、ゲートドライバ６及びデータドライバ５が正常駆動して
おり、かつゲートドライバ６又はデータドライバ５から画素領域７までの走査ライン４及
びデータライン３の断線が無く合格であると判断できる。
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【００５４】
また、画素領域７の出力側（右及び下側）において、液晶容量２に蓄積されている電荷が
正常に検査端子１０から検出できれば、画素領域７内での走査ライン４及びデータライン
３の断線が無く合格であると判断できる。
【００５５】
（第９の実施形態）
図１５は、本発明の第９の実施形態による液晶表示基板を示す。第９の実施形態は、第７
の実施形態に対して、第５の実施形態（図１１）と同様にリセットスイッチ（ｎチャネル
ＭＯＳトランジスタ）１１を設けた点が異なり、他の点は同じである。リセットスイッチ
１１は、ゲートがオン／オフ信号端子１２に接続され、ドレインがリセットデータ入力端
子１３に接続され、ソースが検査画素である検査用スイッチング素子９の各ソースに接続
される。
【００５６】
検査を行うには、まず、オン／オフ信号端子１２をハイレベルにすることによりリセット
スイッチ１１をオンし、リセットデータ入力端子１３をグランドレベルにして液晶容量２
のチャージを無くす。その後、第４の実施形態に示した検査を行う。液晶容量２をリセッ
トすることにより、検査精度を向上させることができる。
【００５７】
（第１０の実施形態）
図１６は、本発明の第１０の実施形態による液晶表示基板を示す。第１０の実施形態は、
第８の実施形態（図１４）に対して、第９の実施形態（図１５）と同様にリセットスイッ
チ（ｎチャネルＭＯＳトランジスタ）１１を設けた点が異なり、他の点は同じである。検
査を行うには、まず、オン／オフ信号端子１２をハイレベルにすることによりリセットス
イッチ１１をオンし、リセットデータ入力端子１３をグランドレベルにして液晶容量２の
チャージを無くす。その後、第４の実施形態に示した検査を行う。
【００５８】
（第１１の実施形態）
図１７は、本発明の第１１の実施形態による液晶表示基板を示す。第１１の実施形態が第
９の実施形態（図１５）に対して異なる点を説明する。画素領域７とゲートドライバ６の
間、及び画素領域７とデータドライバ５の間に、検査画素１５である検査用スイッチング
素子９を設ける。この検査用スイッチング素子９は、ゲートが走査ライン４又はデータラ
イン３に接続され、ドレインがデータライン３又は走査ライン４に接続され、ソースが液
晶容量２を介して対向基板の電極８に接続される。すなわち、検査用スイッチング素子９
は、ゲートに走査ライン４が接続されればドレインにデータライン３が接続され、ゲート
にデータライン３が接続されればドレインに走査ライン４が接続される。
【００５９】
検査画素１５である検査用スイッチング素子９のソースには、リセットスイッチ１１を介
してリセットデータ入力端子１３が接続され、検査スイッチ１６を介して検査端子１７が
接続される。この検査スイッチ１６は第９の実施形態（図１５）のバッファ３１に相当し
、検査端子１７は第９の実施形態の検査端子１０に相当する。
【００６０】
リセットスイッチ１１は、第９の実施形態と異なり、ＣＭＯＳ構成であり、ｎチャネルＭ
ＯＳトランジスタ１１ａ及びｐチャネルＭＯＳトランジスタ１１ｂのソース及びドレイン
を相互に接続したものである。端子４４は、インバータ４３を介してトランジスタ１１ｂ
のゲートに接続されると共に、直接、トランジスタ１１ａのゲートに接続される。端子４
４をハイレベルにするとリセットスイッチ１１はオンし、ローレベルにするとリセットス
イッチ１１はオフする。
【００６１】
検査スイッチ１６は、ＣＭＯＳ構成であり、ｎチャネルＭＯＳトランジスタ１６ａ及びｐ
チャネルＭＯＳトランジスタ１６ｂのソース及びドレインを相互に接続したものである。
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端子４２は、インバータ４１を介してトランジスタ１６ｂのゲートに接続されると共に、
直接、トランジスタ１６ａのゲートに接続される。端子４２をハイレベルにすると検査ス
イッチ１６はオンし、ローレベルにすると検査スイッチ１６はオフする。
【００６２】
次に、検査方法を説明する。まず、リセットスイッチ１１をオンし、リセットデータ入力
端子１３を０Ｖにして液晶容量２のチャージを無くす。次に、ゲートドライバ６又はデー
タドライバ５から検査画素１５である検査用スイッチング素子９の液晶容量２にデータを
書き込む。次に、検査スイッチ１６をオンして、液晶容量２に書き込まれたデータを検査
端子１７から読み出す。書き込みデータを検出できれば、ゲートドライバ６又はデータド
ライバ５が正常に駆動しており、かつゲートドライバ６又はデータドライバ５から画素領
域７までの走査ライン４及びデータライン３の断線が無く合格であると判断できる。この
検査を、ゲートドライバ６及びデータドライバ５の第１ラインから最終ラインまで繰り返
すことで、ゲートドライバ６及び／又はデータドライバ５の故障、並びに走査ライン４及
び／又はデータライン３の断線個所と本数を検査できる。
【００６３】
なお、液晶容量２のリセット及び検査電圧のプリセットは、データドライバ５からデータ
を供給することにより行ってもよい。
【００６４】
（第１２の実施形態）
図１８は、本発明の第１２の実施形態による液晶表示基板を示す。第１２の実施形態が第
１１の実施形態に対して異なる点を説明する。第８の実施形態（図１４）と同様に、検査
画素１５である検査用スイッチング素子９が画素領域７の入力側（上及び左側）だけでな
く、出力側（右及び下側）にも設けられる。
【００６５】
画素領域７の入力側（左及び上側）において、液晶容量２に蓄積されている電荷が正常に
検査端子１７から検出できれば、ゲートドライバ６及びデータドライバ５が正常駆動して
おり、かつゲートドライバ６又はデータドライバ５から画素領域７までの走査ライン４及
びデータライン３の断線が無く合格であると判断できる。
【００６６】
また、画素領域７の出力側（右及び下側）において、液晶容量２に蓄積されている電荷が
正常に検査端子１７から検出できれば、画素領域７内での走査ライン４及びデータライン
３の断線が無く合格であると判断できる。
【００６７】
なお、液晶容量２のリセット及び検査電圧のプリセットは、ゲートドライバ６又はデータ
ドライバ５からデータを書き込むことにより行ってもよい。
【００６８】
（第１３の実施形態）
図１９は、本発明の第１３の実施形態による液晶表示基板を示す。第１３の実施形態が第
１０の実施形態（図１６）に対して異なる点を説明する。第１０の実施形態では、画素領
域７の上下左右の４領域の検査用スイッチング素子９群に対してそれぞれ別に検査端子１
０を設けているが、第１３の実施形態では、画素領域７の左及び下の２領域の検査用スイ
ッチング素子９群に共通の検査端子１０を設け、画素領域７の上及び右の２領域の検査用
スイッチング素子９群に共通の検査端子１０を設けている。本実施形態によれば、２領域
のスイッチング素子９群を各１つの検査端子１０及びリセットデータ入力端子１３でコン
トロールすることができる。
【００６９】
（第１４の実施形態）
図２０は、本発明の第１４の実施形態による液晶表示基板を示す。第１４の実施形態が第
１３の実施形態（図１９）に対して異なる点を説明する。第１３の実施形態では、画素領
域７の左及び下の２領域の検査用スイッチング素子９群、及び画素領域７の上及び右の２
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領域の検査用スイッチング素子９群にそれぞれ共通の検査端子１０及びリセットデータ入
力端子１３を設けている。第１４の実施形態では、画素領域７の上下左右の４領域の検査
用スイッチング素子９群に対して共通の検査端子１０及びリセットデータ入力端子１３を
設けている。本実施形態によれば、４領域のスイッチング素子９群を１つの検査端子１０
及びリセットデータ入力端子１３でコントロールすることができる。
【００７０】
（第１５の実施形態）
図２１は、本発明の第１５の実施形態による液晶表示基板を示す。画素領域７において、
ＴＦＴ１は、ゲートが走査ライン４に接続され、ドレインがデータライン３に接続され、
ソース（画素電極）が液晶容量２を介して対向基板の電極８に接続される。ゲートドライ
バ６は走査ライン４に走査信号を出力し、データドライバ５はデータライン３にデータを
出力する。
【００７１】
本実施形態では、画素領域７内の左端の縦１列のＴＦＴ１ａを検査用スイッチング素子と
して用いる。ＴＦＴ１ａのソースには、液晶容量２ａを介して対向基板の電極８が接続さ
れる。データドライバ５に接続される左端のデータライン３には、第１１の実施形態（図
１７）と同様に、リセットスイッチ１１を介してリセットデータ入力端子１３が接続され
、検査スイッチ１６を介して検査端子１７が接続される。
【００７２】
検査方法を説明する。第１１の実施形態と同様に、リセットスイッチ１１により、液晶容
量２ａのチャージをなくす。次に、ゲートドライバ６から検査する画素のＴＦＴ１ａをオ
ンする。ＴＦＴ１ａがオンしている期間に、データドライバ５から電圧を供給し、液晶容
量２ａに充電する。次に、検査スイッチ１６を開き、液晶容量２ａに蓄積されている電圧
を検査端子１７から検出する。この時、電圧が検出できれば、ゲートドライバ６とデータ
ドライバ５が正常駆動しており、かつゲートドライバ６又はデータドライバ５からＴＦＴ
１ａまでの走査ライン４及びデータライン３の断線が無く合格であると判断できる。
【００７３】
なお、リセットデータ入力端子１３から液晶容量２ａをリセットする代わりに、データド
ライバ５からリセットしても良い。
【００７４】
（第１６の実施形態）
図２２は、本発明の第１６の実施形態による液晶表示基板を示す。第１６の実施形態が第
１５の実施形態（図２１）に対して異なる点を説明する。画素領域７内の左端（入力端）
のＴＦＴ１ａ群の他に、右端（出力端）のＴＦＴ１ｂ群を検査用スイッチング素子として
用いる。ＴＦＴ１ｂのソースは、液晶容量２ｂを介して対向基板の電極８に接続される。
【００７５】
データドライバ５の左端のデータライン３の他に、右端のデータライン３にも、検査スイ
ッチ１６を介して検査端子１７が接続され、リセットスイッチ１１を介してリセットデー
タ入力端子１３が接続される。
【００７６】
検査方法を説明する。第１５の実施形態と同様に、リセットスイッチ１１により、液晶容
量２ａ又は２ｂのチャージをなくす。次に、ゲートドライバ６から検査する画素のＴＦＴ
１ａ及び１ｂをオンする。ＴＦＴ１ａ及び１ｂがオンしている期間に、データドライバ５
から電圧を供給し、液晶容量２ａ及び２ｂに充電する。次に、検査スイッチ１６を開き、
液晶容量２ａ及び２ｂに蓄積されている電圧を各検査端子１７から検出する。これにより
、画素領域７内の走査ライン４の断線の検査も行うことができる。
【００７７】
（第１７の実施形態）
図２３は、本発明の第１７の実施形態による液晶表示装置を示す。第１７の実施形態は、
第１１の実施形態の液晶表示基板を用いた液晶表示装置である。基板５１には、検査用ス
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イッチング素子９、容量３０、及び画素領域７が設けられる。対向基板５２には、共通電
極８が設けられる。基板５１と対向基板５２は、その間に液晶（容量２）を挟んで、封止
部２０で封止される。封止部２０は、画素領域７と検査用スイッチング素子９との間に設
けられる。検査用スイッチング素子９に接続される容量３０は、封止部２０の外にあるの
で、液晶を用いることができず、液晶容量ではなく、新たに形成した容量である。
【００７８】
（第１８の実施形態）
図２４は、本発明の第１８の実施形態による液晶表示装置を示す。第１８の実施形態が第
１７の実施形態（図２３）に対して異なる点を説明する。基板５３には、共通電極８を除
く上記の全ての素子が設けられる。対向基板５４には、共通電極８が設けられる。基板５
３と対向基板５４は、その間に液晶（容量２）を挟んで、封止部２０で封止される。封止
部２０は、液晶表示装置の外周に設けられる。検査用スイッチング素子９は、封止部２０
の内側にあるので、検査用スイッチング素子９として検査画素が用いられる。この検査用
スイッチング素子９のソースは、液晶容量２を介して対向基板の電極８に接続される。
【００７９】
第１７の実施形態（図２３）の場合、封止部２０の外側にゲートドライバ６、データドラ
イバ５、及び検査用スイッチング素子９が設けられるので、腐食やその他の外的要因によ
る破損の危険があるが、第１８の実施形態では、ゲートドライバ６、データドライバ５、
及び検査用スイッチング素子９が封止部２０の内側にあるので、それらを保護することが
できる。また、第１７の実施形態では、検査用容量３０の蓄積可能容量が小さくなってし
まうが、第１８の実施形態では、液晶を用いるので、液晶容量２の蓄積可能容量を大きく
することができる。
【００８０】
（第１９の実施形態）
図２５は、本発明の第１９の実施形態による液晶表示装置を示す。第１９の実施形態が第
１８の実施形態（図２４）に対して異なる点を説明する。基板５４のうち、画素領域７を
除く部分に遮光領域（ブラックマトリクス）２１を設ける。
【００８１】
検査画素１５（検査用スイッチング素子９）は、通常動作時には邪魔な存在となるので、
通常動作時は検査画素１５に黒色のデータを書き込み、表示していない状態にする。しか
し、検査画素１５を完全な黒表示にすることは困難であり、少なからずコントラスト低下
の原因となる。本実施形態のように、検査画素１５を覆う部分に遮光領域２１を設けるこ
とにより、検査画素１５の完全な黒表示が可能になり、コントラスト低下を防止すること
ができる。
【００８２】
遮光の方法はプロセスにより遮光膜を形成する方法が好ましい。この方法は、遮光精度が
高い。その他に、機械構造的な遮光方法（遮光テープやベゼル等）がある。
【００８３】
第１～第１９の実施形態によれば、液晶表示基板の状態で容易に検査の合否判定を行うこ
とができるため、従来の検査方法に比べ時間が短縮できると共に、パネル化試験による付
帯部材の廃棄が不要となるためコストダウンできる。
【００８４】
なお、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化のほんの一例を示し
たものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないも
のである。すなわち、本発明はその技術思想、またはその主要な特徴から逸脱することな
く、様々な形で実施することができる。
【００８５】
本発明は、以下の種々の実施形態に適用することができる。
（付記１）　２次元マトリクス状に配線されたデータライン及び走査ラインと該データラ
イン及び走査ライン間に接続されるスイッチング素子とを含む表示回路と、
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前記データラインの一端に第１のアナログスイッチを介して検査電圧を入力及び／又は出
力するための検査電圧入力及び／又は出力端子を含む第１の検査回路と、
前記データラインの他端に検査電圧を入力及び／又は出力するための検査電圧入力及び／
又は出力端子を含む第２の検査回路とを有し、
前記表示回路、第１の検査回路及び第２の検査回路は１枚の基板上に設けられ、前記第１
の検査回路は前記表示回路に対して切り離し可能である液晶表示装置。
（付記２）　前記第１及び第２の検査回路は、前記表示回路に対して切り離し可能である
付記１記載の液晶表示装置。
（付記３）　前記第１の検査回路は、制御端子がシフトレジスタに接続された第２のアナ
ログスイッチを有し、該第２のアナログスイッチは、一端が前記第１のアナログスイッチ
を介して前記データラインに接続され、他端が前記検査電圧入力及び／又は出力端子に接
続され、
前記第２の検査回路は、第３のアナログスイッチを有し、該第３のアナログスイッチは、
一端が前記データラインの他端に接続され、他端が前記検査電圧入力及び／又は出力端子
に接続される付記１記載の液晶表示装置。
（付記４）　前記各走査ラインの端に検査用トランジスタを設け、その検査用トランジス
タのゲート端子に走査ラインドライバを接続し、ドレイン又はソース端子に検査電圧入出
力端子を接続し、ソース又はドレイン端子に容量を接続した付記３記載の液晶表示装置。
（付記５）　前記第１の検査回路のシフトレジスタが前記第２のアナログスイッチをオン
し、前記第２の検査回路の検査電圧入力端子から入力した検査電圧を、前記第１の検査回
路の検査電圧出力端子から確認することにより、前記データラインの断線又は短絡を検査
することができる付記３記載の液晶表示装置。
（付記６）　前記第２の検査回路は第１及び第２の検査電圧入力端子を有し、前記複数の
第３のアナログスイッチは交互に前記第１及び第２の検査電圧入力端子に接続され、
前記第１の検査回路は第１及び第２の検査電圧出力端子を有し、前記複数の第２のアナロ
グスイッチは交互に前記第１及び第２の検査電圧出力端子に接続される付記３記載の液晶
表示装置。
（付記７）　前記第１の検査回路の第１及び第２の検査電圧出力端子は、前記第２の検査
回路の第１及び第２の検査電圧入力端子から入力された検査電圧の出力を確認することに
より、前記データラインが断線又は短絡しているか否かを確認することができる付記６記
載の液晶表示装置。
（付記８）　前記第２の検査回路の第１及び第２の検査電圧入力端子には異なる検査電圧
が入力される付記７記載の液晶表示装置。
（付記９）　前記第１の検査回路は第１及び第２の検査電圧入出力端子を有し、前記複数
の第２のアナログスイッチは交互に前記第１及び第２の検査電圧入出力端子に接続される
付記３記載の液晶表示装置。
（付記１０）　前記第１の検査回路は、前記第１のアナログスイッチがオフしているとき
に、前記第１の検査電圧入出力端子から入力した検査電圧が前記第２の検査電圧入出力端
子から出力されるか否かを確認することにより、前記第１及び第２のアナログスイッチ間
を接続する線の間の短絡を確認することができる付記９記載の液晶表示装置。
（付記１１）　前記検査用トランジスタは、前記検査電圧入出力端子を介してドレイン又
はソース端子に検査電圧を入力し、前記走査ラインドライバにより前記検査用トランジス
タをオンしたときに、ソース又はドレイン端子に接続された容量に前記検査電圧を充電し
、再度前記走査ラインドライバにより前記検査用トランジスタをオンしたときに、前記容
量に充電されている検査電圧を前記検査電圧入出力端子から確認するためのものである付
記４記載の液晶表示装置。
（付記１２）　付記３記載の液晶表示装置の検査方法であって、
（ａ）前記第１～第３のアナログスイッチをオンさせるステップと、
（ｂ）前記第２の検査回路の検査電圧入力端子から入力した検査電圧を、前記第１の検査
回路の検査電圧出力端子から確認することにより、前記データラインの断線又は短絡を検
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査するステップと
を有する液晶表示装置の検査方法。
（付記１３）　付記６記載の液晶表示装置の検査方法であって、
（ａ）前記第２の検査回路の第１及び第２の検査電圧入力端子と前記第１の検査回路の第
１及び第２の検査電圧出力端子とをそれぞれ接続するために前記第１～第３のアナログス
イッチをオンするステップと、
（ｂ）前記第１の検査回路の第１及び第２の検査電圧出力端子は、前記第２の検査回路の
第１及び第２の検査電圧入力端子から入力された検査電圧が前記第１の検査回路の第１及
び第２の検査電圧出力端子から出力されるか否かを確認することにより、前記データライ
ンが断線又は短絡しているか否かを確認するステップと
を有する液晶表示装置の検査方法。
（付記１４）　付記９記載の液晶表示装置の検査方法であって、
（ａ）前記第１の検査回路の第１及び第２の検査電圧入出力端子に対応する前記第２のア
ナログスイッチをオンさせ、前記第１のアナログスイッチをオフさせるステップと、
（ｂ）前記第１の検査回路の第１の検査電圧入出力端子から入力した検査電圧が前記第１
の検査回路の第２の検査電圧入出力端子から出力されるか否かを確認することにより、前
記第１及び第２のアナログスイッチ間を接続する線の間の短絡を確認するステップと
を有する液晶表示装置の検査方法。
（付記１５）　付記４記載の液晶表示装置の検査方法であって、
（ａ）前記走査ラインドライバにより前記検査用トランジスタをオンさせるステップと、
（ｂ）前記検査電圧入出力端子を介して前記検査用トランジスタのドレイン又はソース端
子に検査電圧を入力し、前記検査用トランジスタのソース又はドレイン端子に接続された
容量に該検査電圧を充電させるステップと、
（ｃ）再度前記走査ラインドライバにより前記検査用トランジスタをオンさせるステップ
と、
（ｄ）前記容量に充電されている検査電圧が前記検査電圧入出力端子から出力されるか否
かを確認するステップと
を有する液晶表示装置の検査方法。
（付記１６）　各々が画素電極を介して液晶容量に接続される複数の第１のスイッチング
素子と、
前記第１のスイッチング素子にデータを供給するデータラインと、
前記第１のスイッチング素子を制御するための走査ラインと、
制御端子が前記データライン又は前記走査ラインに接続され、入出力端子の一端が共通の
検査用入出力端子に接続され、他端が容量に接続される第２のスイッチング素子と
を有する液晶表示装置。
（付記１７）　さらに、前記データラインにデータを供給するためのデータラインドライ
バ又はスイッチング素子を含むデータ供給回路と、
前記走査ラインに走査信号を供給するための走査信号供給回路と
を有する付記１６記載の液晶表示装置。
（付記１８）　前記容量は、一端を前記第２のスイッチング素子に接続し、他端を共通接
続することにより蓄積可能容量を増加させる付記１６記載の液晶表示装置。
（付記１９）　前記第２のスイッチング素子は、前記他端が画素電極を介して液晶容量に
接続される付記１６記載の液晶表示装置。
（付記２０）　前記第２のスイッチング素子は、制御端子が前記データラインに接続され
るスイッチング素子及び制御端子が前記走査ラインに接続されるスイッチング素子を含む
付記１６記載の液晶表示装置。
（付記２１）　前記第２のスイッチング素子は、前記一端が共通の検査用入出力用端子及
び前記データラインに接続される付記１６記載の液晶表示装置。
（付記２２）　さらに、前記第２のスイッチング素子に接続される容量をリセット又はプ
リセットするための第３のスイッチング素子を有する付記１６記載の液晶表示装置。
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（付記２３）　前記第２のスイッチング素子は、液晶表示装置に液晶を封止するための封
止部の内側に設けられる付記１６記載の液晶表示装置。
（付記２４）　前記第２のスイッチング素子は、液晶表示装置に液晶を封止するための封
止部の外側に設けられる付記１６記載の液晶表示装置。
（付記２５）　前記データラインに接続されるスイッチング素子及び前記走査ラインに接
続されるスイッチング素子は、共通の検査用入出力端子に接続される付記２０記載の液晶
表示装置。
（付記２６）　前記データラインに接続されるスイッチング素子及び前記走査ラインに接
続されるスイッチング素子は、異なる検査用入出力端子に接続される付記２０記載の液晶
表示装置。
（付記２７）　さらに、前記第２のスイッチング素子に対応する画素を遮光するための遮
光部を有する付記１９記載の液晶表示装置。
【００８６】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、液晶表示基板の状態で容易に検査の合否判定を行
うことができるため、時間が短縮できると共に、パネル化試験による付帯部材の廃棄が不
要となるためコストダウンできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図２】第１の実施形態による第１の検査方法を示すタイミングチャートである。
【図３】第１の実施形態による第２の検査方法を示すタイミングチャートである。
【図４】第１の実施形態による液晶表示基板にデータドライバを接続した図である。
【図５】本発明の第２の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図６】本発明の第３の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図７】第３の実施形態による第１の検査方法を示すタイミングチャートである。
【図８】第３の実施形態による第２の検査方法を示すタイミングチャートである。
【図９】第３の実施形態による第２の検査方法を示す他のタイミングチャートである。
【図１０】本発明の第４の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図１１】本発明の第５の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図１２】本発明の第６の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図１３】本発明の第７の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図１４】本発明の第８の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図１５】本発明の第９の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図１６】本発明の第１０の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図１７】本発明の第１１の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図１８】本発明の第１２の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図１９】本発明の第１３の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図２０】本発明の第１４の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図２１】本発明の第１５の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図２２】本発明の第１６の実施形態による液晶表示基板を示す図である。
【図２３】本発明の第１７の実施形態による液晶表示装置を示す図である。
【図２４】本発明の第１８の実施形態による液晶表示装置を示す図である。
【図２５】本発明の第１９の実施形態による液晶表示装置を示す図である。
【図２６】従来技術による液晶表示基板を示す図である。
【図２７】従来技術による他の液晶表示基板を示す図である。
【符号の説明】
１　ＴＦＴ
２　液晶容量
３　データライン
４　ゲートライン
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５　データドライバ
６　ゲートドライバ
７　画素領域
８　対向電極
９　検査用スイッチング素子
１０　検査端子
１１　リセットスイッチ
１２　オン／オフ信号端子
１３　リセットデータ入力端子
１５　検査画素
１６　検査スイッチ
１７　検査端子
２０　封止部
２１　遮光領域
３０　容量
３１，３２　バッファ
３３　インバータ
３４　端子
４１，４３　インバータ
４２，４４　端子
５１，５２，５３，５４　基板
１００　液晶表示基板
１０１　第１の検査回路
１０２　第２の検査回路
１０３　表示回路
１１１　シフトレジスタ
１１２，１１３，１１４　アナログスイッチ
１１５　ゲートドライバ
１１６　画素領域
１２１，１２２　切断ライン
１３１　ＴＦＴ
１３２　液晶容量
４０１　データドライバ
６０１　トランジスタ
６０２　容量
９００　液晶表示基板
９１１　シフトレジスタ
９１２　アナログスイッチ
９１５　ゲートドライバ
９１６　画素領域
９３１　ＴＦＴ
９３２　液晶容量
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